
 

 

松本市・山形村・朝日村中学校組合議会 

平成３０年第１回臨時会 

平成３０年松本市・山形村・朝日村中学校組合議会第１回臨時会が７月３日午後３時３０

分に朝日村役場大会議室に招集された。 

平成３０年７月３日（火曜日） 

 

議 事 日 程 

 

平成３０年７月３日（火）午後 ３時４５分開会 

 

    第１ 議席の指定 

    第２ 会議録署名議員の指名 

    第３ 会期の決定 

    第４ 副議長の選挙 

    第５ 議案第１号 教育長の任命について 

       議案第２号 訴えの提起について 

 

───────────────────────────────────────── 

出席議員（１８名） 

    １ 番   中 村 賢 郎 君     ２ 番   清 沢 正 毅 君 

    ３ 番   林   邦 宏 君     ５ 番   齊 藤 勝 則 君 

    ６ 番   髙 橋 廣 美 君     ７ 番   北 村 直 樹 君 

    ８ 番   三 澤 一 男 君     ９ 番   福 澤 倫 治 君 

   １０ 番   春 日   仁 君    １１ 番   大 池 俊 子 君 

   １２ 番   大 月 民 夫 君    １３ 番   小 林 幸 司 君 

   １４ 番   小 出 敏 裕 君    １５ 番   櫻 井 健 司 君 

   １６ 番   古 川 吉 徳 君    １７ 番   小 林 弘 明 君 

   １８ 番   阿 部 功 祐 君    １９ 番   勝 野 智 行 君 

 

欠席議員（なし） 

 

 



 

───────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者 

副 管 理 者 本 庄 利 昭 君 副 管 理 者 中 村 武 雄 君 

副 管 理 者 坪 田 明 男 君 教 育 長 赤 羽 郁 夫 君 

教 育 長 

職 務 代 理 
根 橋 範 男 君 教 育 委 員 二 茅 芳 郎 君 

教 育 委 員 平 林 昌 廣 君 教 育 委 員 大 森 志 保 君 

───────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 矢久保   学 君 事 務 局 次 長 小 林 伸 一 君 

事 務 局 次 長 麻 田 仁 郎 君 事 務 局 次 長 横 田 則 雄 君 

山 形 村 

教 育 委 員 会 
上 條 憲 治 君 

朝 日 村 

教 育 委 員 会 
清 沢 光 寿 君 

指 導 主 事 濱 中   浩 君 次 長 補 佐 堀   敬 子 君 

次 長 補 佐 田 中 智絵子 君 次 長 補 佐 丸 山 丈 晴 君 

次 長 補 佐 河 村 知 佳 君 主 事 深 澤 亮 平 君 

中 学 校 校 長 藤 田 克 彦 君 中 学 校 教 頭 北 原 文 雄 君 

 

 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（小林弘明君） これより平成30年度松本市・山形村・朝日村中学校組合議会第１回臨

時会を開会いたします。 

  現在までの出席議員は18名でありますので、定足数を超えております。よって、直ちに本

日の会議を開きます。 

  次に、菅谷管理者が本日の会議に出席できない旨の届が出されておりますので、ご承知願

います。 

  本日の議事は、お手元にご配付申し上げてあります議事日程により進めます。 

───────────────────────────────────────── 

◎議席の指定 

○議長（小林弘明君） 日程第１、議席の指定を行います。 

  新たに議員となられた皆様方の議席は、三澤一男議員 ８番、福澤倫治議員 ９番、春日

仁議員 10番、大池俊子議員 11番、大月民夫議員 12番、小林幸司議員 13番、小出敏裕

議員 14番、櫻井健司議員 15番、阿部功祐議員 18番、勝野智行議員 19番を指定いたし

ます。 



 

───────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（小林弘明君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第32条の規定により議長において、７番 北村直樹議員、８

番 三澤一男議員を指名いたします。 

───────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（小林弘明君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小林弘明君） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

───────────────────────────────────────── 

◎副議長の選挙 

○議長（小林弘明君） 日程第４、これより副議長の選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により指名推選の方法によ

りいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小林弘明君） ご異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小林弘明君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することにいたします。 

  松本市・山形村・朝日村中学校組合議会副議長に三澤一男議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました三澤一男議員を松本市・山形村・朝日村中学校組合議会副議長

の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小林弘明君） ご異議なしと認めます。 

  よって、三澤一男議員が副議長に当選されました。 



 

  ただいま副議長に当選されました三澤一男議員が議場におられますので、本席から告知を

いたします。 

  副議長に当選されました三澤一男議員から挨拶があります。 

○副議長（三澤一男君） 皆さんこんにちは。ただいま副議長にご推挙いただきました山形村

議会議長の三澤一男でございます。 

  謹んでお受けいたします。 

  自治体の枠を超え、半世紀を過ぎた伝統ある松本市・山形村・朝日村中学校組合議会副議

長就任に当たり一言ご挨拶申し上げます。 

  私たちは刻々変わる時代に、将来を託す人材を育てる重要な使命があると思います。義務

教育３年間の大きく変わる時期を、この鉢盛中学校の学校方針「思・誠・愛」のもと、勉学、

スポーツに励む環境を生徒に、そして教職員の先生方にはここで教鞭をとったことが誇りと

なるよう、小林議長を補佐し、誠心誠意努力してまいります。 

  今後ともご支援を賜りますようお願いし、就任の挨拶といたします。 

───────────────────────────────────────── 

◎議案第１号 教育長の任命 

（赤羽教育長退席） 

○議長（小林弘明君） 日程第５、議案第１号 教育長の任命についてを議題といたします。 

  理事者から提案理由の説明を求めます。 

  中村副管理者。 

○副管理者（中村武雄君） 先ほど小林議長からありましたとおり、管理者であります松本市

の菅谷市長が本日他の公務で出席できませんので、かわりまして、副管理者であります朝日

村の中村でございますが、一言提案理由の説明を申し上げます。 

  本日ここに平成30年松本市・山形村・朝日村中学校組合議会第１回臨時会を招集いたしま

したところ、議員の皆様方にはお揃いでご出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

  まず初めに、前回の議会以降、山形村議会議員選挙及び４月の松本市議会常任委員会の改

選等によりまして、当鉢盛中学校組合議会議員に就任されました方々につきましては、鉢盛

中学校生徒の健全育成のため、今後もご尽力を賜りますようお願いを申し上げます。 

  また、ただいまは、副議長に山形村の三澤一男議員が就任されました。心よりお祝いを申

し上げます。三澤副議長におかれましては、今とうとうとお話をされましたが、議会運営に

議長を補佐し、組合立鉢盛中学校発展のため今後のご活躍を期待申し上げます。 

  次に、去る６月18日に発生しました大阪府北部を震源とした地震において、倒壊したブロ

ック塀により、通学途中の小学生がお亡くなりになる大変痛ましい事故が報道されました。

改めて犠牲者の５名の皆様には心からご冥福をお祈り申し上げ、被災された方々には心から

お見舞いを申し上げるところでございます。 

  鉢盛中学校敷地内にはブロック塀はありませんので、私としましては安堵しておりますが、



 

生徒の一層の安全確保のため、通学路及び学校敷地内の安全対策を、組合市村、学校、地域

が一体となって取り組む重要性を改めて認識させられたところでございます。 

  鉢盛中学校では、建学以来の精神であります改革と創造に基づき、校歌に歌います母校に

通う楽しさのあふれる学校づくりをめざす「思・誠・愛」を学校教育目標に掲げ、「あたり

まえのことをあたりまえにできる生徒」、いわゆる「凡事徹底」をスローガンとして取り組

んでいるところでございます。これらを通して、生徒一人一人の学力の向上を初め、人間性

豊かなたくましい鉢盛中学校の生徒の育成に大いに期待をするものでございます。 

  私ども組合といたしましては、構成市村の協力と連携のもとに教育環境の一層の向上を目

指す所存でございます。そのために私ども一人一人が子供たちの目線に立ち、子供たちのた

めの組合運営をすることが肝要であると捉えております。今後とも地域に根差した鉢盛中学

校の運営につきまして議員の皆様を初め、構成住民の皆様のさらなるご理解、ご協力を賜り

ますようお願いを申し上げます。 

  それでは、本日上程された議案につきましてご説明を申し上げます。 

  本日提案する議案は人事案件１件、提起１件の２件でございますが、初めに議案第１号の

教育長の任命についてです。 

  これにつきまして、先ほど議員協議会で申し上げておりますので、省略させていただいて、

提案説明とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（小林弘明君） ただいま理事者から上程議案に対する説明がありました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま上程されました人事案件につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小林弘明君） ご異議なしと認め、採決いたします。 

  議案第１号 教育長の任命については、これに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小林弘明君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号についてはこれに同意することに決しました。 

（赤羽教育長着席） 

───────────────────────────────────────── 

◎議案第２号 訴えの提起 

○議長（小林弘明君） 続きまして議案第２号 訴えの提起を議題といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  麻田事務局次長。 

○事務局次長（麻田仁郎君） それでは、議案第２号 訴えの提起についてです。所有権移転



 

登記手続請求事件に関し、次のとおり訴えを提起します。 

  １、事件名 所有権移転登記手続請求事件。 

  ２、相手方 東筑摩郡朝日村大字古見3515番１の土地（以下「本件土地」という）の登記

名義人亡中村房吉の相続人22名。 

  ３、請求の趣旨 松本市・山形村・朝日村中学校組合立鉢盛中学校の駐車場敷地内にある

本件土地について、相手方に対し、時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求め、訴え

の提起をするもの。 

  ４、取り扱い （１）訴訟において上記請求が認容されないときは、上訴するものとする。  

（２）相手方全員から所有権移転登記手続をする旨の申し入れがあり、かつ履行された場合

にあっては訴えを取り下げるものとする。 

  以上でございます。 

○議長（小林弘明君） ただいま理事者から上程議案に対する説明がありました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま上程されました案件につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小林弘明君） ご異議なしと認め、採決いたします。 

  議案第２号 訴えの提起は、これを可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小林弘明君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号についてはこれを可決することに決しました。 

───────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（小林弘明君） 以上をもちまして、今期臨時会に付議された案件は全て終了いたしま

した。 

  これをもって本日の会議を閉じ、第１回臨時会を閉会いたします。 

 

平成３０年７月３日（火）午後 ３時２９分閉会 

 

 

 

 

 

 

 



 

 地方自治法第123条第２項の規定より、ここに署名する。 

 

  平成３０年７月３日 

 

                 議  長   小  林  弘  明 

 

                 署名議員   北  村  直  樹 

 

                 署名議員   三  澤  一  男 

 


